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 認知症予防教室開催

認知症予防の講座と座談会を開催
します。7月は「成年後見制度に
ついて」です。
日  時 7 月 26日（金）　
 14 時～ 15時
場  所 聖ヶ丘病院　作業療法室
講  師 社会福祉士 三好 琴喜さん
申  込 不要　 駐車場  有
問 聖ヶ丘病院　地域連携推進室　
中野・長尾　☎  63-2146

 四国運輸局高知運輸支局
 からのお知らせ

7 月 1日（月）から、軽二輪の電
算システム化に伴い、名義変更・
廃車等の手続き場所が「（一社）
全国軽自動車協会連合会高知事務
所」から「四国運輸局高知運輸支
局」に変わりました。
問 〒 781-5103　
高知市大津乙 1879番地 1
四国運輸局高知運輸支局
☎ 050-5540-2077

 無料法律相談

8 月 3日（土）は「司法書士の日」
です。高知県司法書士会では県内
7カ所で無料法律相談会（予約不
要）を開催します。不動産の相続
や売買、会社の設立等といった登
記に関することをはじめ、借金に
関すること、成年後見に関するこ
と、その他訴訟に関することなど、
市民の皆さんの様々なご相談に司
法書士がお答えします。
日  時

8 月 3日（土）10時～ 13時
場  所

四万十市内会場アピアさつき１階
（四万十市右山五月町 8-13）
問  高知県司法書士会総合相談セ
ンター　☎ 088-825-3143

 新規高等学校卒業予定者
　　への求人の早期提出

産業振興計画の推進により、「各
産業の担い手の確保・定着」に全
力で取り組んでいます。採用を予
定されている事業所におかれまし
ては、一人でも多くの若者が地元
で働くことができるよう、来春の
新規高等学校卒業予定者の求人に
つきまして、ハローワークへの求
人票の早期提出をお願いします。
問 高知県商工労働部商工政策課
☎  088-823-9692

 「子どもの人権110番」
 強化週間

高知地方法務局と高知県人権擁護
委員連合会では、「いじめ」や家
庭内の児童虐待など、子どもの人
権問題解消に向け、「子どもの人
権 110 番」電話相談の強化週間
を実施します。学校や家庭、友達
関係の悩みごとなど、何でもご相
談ください。
期  間 ８月 29日（木）～

９月４日（水）
受付時間 8 時 30分～ 19時
土・日は 10時～ 17時まで
電話番号 0120-007-110　　
※フリーダイヤル、ＩＰ電話から
は接続できません。
内  容 いじめ、体罰、児童虐待
等の子どもをめぐる人権問題
その他 相談は無料。※秘密厳守
問  高知地方法務局人権擁護課
　　☎ 088-822-3503

 今月の1日行政相談所　　

日  時  7 月 30日（火）
 13 時～ 15時
場  所  宿毛文教センター
相談委員  三本 義男・山岡 まゆみ
問  総務課　☎ 63-0948

情報コーナー
information宿毛

 水道メーター（量水器）
 取り替え

水道メーターの使用期限は、正確
に計量する目的から、計量法によ
り 8年とされているため、有効
期限内に無料で取り替えを行って
います。今回は令和 2年 11月末
までに有効期限を過ぎる水道メー
ターの取り替え作業を行います。
期  間

7 月～令和 2年 1月末（予定）
該当メーター

「上水道ご使用量のお知らせ」に
記載されているメーター番号のア
ルファベット以下 2桁の数字が
24の量水器
例）A24‐〇〇〇
※請負業者は宿毛市が発行する量
水器取替作業員身分証を携帯し
ています。

※水道メーターの取り替え作業中
は水道が使用できません。
（15分から 30分程度）
※ご不在の場合でも、取り替え可
能な場合は施工させていただき
ます。
問 水道課　☎  63-3552

 農地パトロールの実施

農業委員会では、市内の農地の利
用状況調査（農地パトロール）を
毎年実施し、遊休農地の実態把握
と解消、農地の違反転用の早期発
見等に努めております。8月に市
内を巡回して調査を行う予定で
す。調査にあたり農地内に立ち入
ることやお話をお伺いすることも
ありますが、ご理解とご協力をお
願いします。
問 農業委員会事務局
　　☎  63-1101


